
個人情報保護法と業法の関係について（銀行法の例）       

政府は、個人情報の性質及び利用方法にかんがみ、個人の権利利益
の一層の保護を図るため特にその適正な取扱いの厳格な実施を確保す
る必要がある個人情報について、保護のための格別の措置が講じられる
よう必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。

個人情報保護法 第６条（法制上の措置等）

前項及び第十三条の四並びに他の法律に定めるもののほか、銀行は、
内閣府令で定めるところにより（※）、その業務に係る重要な事項の顧客
への説明、その業務に関して取得した顧客に関する情報の適正な取扱い、
その業務を第三者に委託する場合における当該業務の的確な遂行その
他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。

銀行法 第１２条の２第２項（預金者等に対する情報の提供等）

※

第十三条の六の五（個人顧客情報の安全管理措置等）
銀行は、その取り扱う個人である顧客に関する情報の安全管理、

従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委
託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又はき損の防止を
図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

第十三条の六の六（返済能力情報の取扱い）
銀行は、信用情報に関する機関（資金需要者の借入金返済能力

に関する情報の収集及び銀行に対する当該情報の提供を行うもの
をいう。）から提供を受けた情報であつて個人である資金需要者の
借入金返済能力に関するものを、資金需要者の返済能力の調査以
外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなけ
ればならない。

第十三条の六の七（特別の非公開情報の取扱い）
銀行は、その取り扱う個人である顧客に関する人種、信条、門地、

本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の
非公開情報（その業務上知り得た公表されていない情報をいう。）を、
適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的
のために利用しないことを確保するための措置を講じなければなら
ない。

銀行法施行規則
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